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１１．．基基本本的的なな条条件件  

 

(１) 合併の必要性 

 

１) 歴史的経緯 

 南部川を流域とする南部町・南部川村の地域は、古代においては日高六郷の一つ

「南部郷」として、平安時代から中世にかけては「南部庄」と一つの地域を構成し

ていました。江戸時代に入ってからもこの地域においては、現在の町村境をまたい

で村々が交錯するように「南部組」という組が構成され一つの地域として機能して

いました。 

 明治の大合併では、近代的な地方自治制度である市制・町村制を施行し、戸籍や

小学校などの基本的な仕事を処理できるような自治体能力をもたせるために、300

～500 戸を標準として町村合併が強制的に進められました。この大合併により両町

村においても、30 あった村々が、現南部町の地域については南部村と岩代村に、現

南部川村の地域については上南部村、高城村、清川村に合併されました。 

 昭和の大合併においては、第二次大戦後の新憲法のもとで、仕事や権限はできる

だけ地方自治体に、とりわけ住民に最も身近な基礎自治体である市町村に配分すべ

きであるという考え方のもと、社会福祉や保健衛生、学校教育や消防などの多くの

仕事が市町村でこなせるよう、昭和 28 年に「町村合併促進法」が制定されました。

当地域では、地域の一体性を実現する意義から南部川流域の５町村による合併が検

討されていた時期もありましたが、昭和 29 年８月に岩代村が南部町に統合され、

その後昭和 29 年 12 月には上南部村、高城村、清川村の３村が合併され南部川村と

して発足し、現在に至っています。 

 

図表１ 江戸時代から現在に至るまでの２町村の足跡 
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２) 住民ニーズの高度化・多様化へ対応します 

 景気の低迷による企業の倒産、高度情報社会の進展、地球規模での環境問題の顕

在化など社会経済システムが大きく変わりつつあります。同時に、これは地域住民

の生活の変化でもあり、地域における基礎的自治体である市町村は、地域社会の変

容に対応していくことが求められています。 

 特に、全国的な傾向として少子高齢化が進んでおり、税負担者の減少・税消費者

の増加が進む反面で、保健・医療・福祉などの分野において、これまでにない多様

な住民ニーズが発生してくることが予想されます。 

 今後、地域間競争や国際競争の激化、連携・交流の促進の中で、行財政基盤の強

化等に努め、高度かつ多様な住民ニーズに応えていくことが重要になります。 

 

３) 財政基盤の強化・効率化を図ります 

 近年、全国的に経済活動の低迷が続いており、国や県、市町村の財政状況も極め

て厳しい状況に置かれています。 

 特に、市町村の歳入について、地方交付税や国県支出金、地方債など依存型の財

政構造になっている地域が多く、両町村も同じような状況にあると言わざるを得ま

せん。 

 一方、総務省が平成 14 年度より地方交付税改革に着手し、今後は、地方交付税

の総額削減なども検討課題となっており、現行の地方交付税制度などの財政制度の

維持が難しくなっていることも事実です。 

 これからは、国や県への依存を減らしつつ、あらゆる局面で行財政改革に取り組

み、財政基盤の強化を図るとともに、効率的な財政運営に努める必要があります。 

 

４) 地方分権化に対応し自治能力の向上を図ります 

 平成12年４月より地方分権一括法が施行され、地方分権が進展しつつあります。

これにより、市町村への権限委譲が進み、市町村事務が拡大すると同時にその責任

もますます重くなっています。 

 さらに、社会システムの変化に伴い、これまでに経験したことのない行政対応に

迫られることが予想され、市町村の適切・的確な判断と対応が求められます。 

 今後、組織体制の整理や再編成を行い、専門的な知識をもつ職員の育成、配置な

どに取り組み、中央集権型行政システムから脱却し、市町村の自治能力を高めてい

く必要があります。 
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(２) 住民の意向 

 

 住民意向を十分に把握するために実施したアンケート調査の結果の中で、本計画づ

くりに生かしていく内容については、次のとおりです。 

 

１) まちの将来イメージ 

 全体、町村別いずれも第 1 位は「日本一の梅の里」、第２位は「豊かな自然を育

むまち」、第 3位「小さくてもキラリと光る」となっています。 

 年代別に見ても、第 1 位が「日本一の梅の里」、第２位が「豊かな自然を育むま

ち」で全体の傾向と同様です。特に 20 歳代は「日本一の梅の里」と答える人が多

く、６割を超えています。第３位も 30 歳代の「快適なコンパクトタウン」を除い

て「小さくてもキラリと光る」となっています。 

 

図表２ 新町の将来イメージについて 

 

8.5%

11.5%

8.9%

3.6%

7.5%

11.0%

7.6%

10.8%

4.0%

3.8%

6.3%

7.8%

4.0%

3.4%

2.7%

1.5%

54.7%

65.4%

60.8%

51.8%

54.9%

51.9%

56.9%

52.7%

3.9%

3.8%

4.4%

2.6%

4.4%

6.4%

3.1%

2.3%

27.5%

15.4%

19.0%

33.7%

25.2%

26.1%

28.0%

31.9%

1.5%

0.0%

0.6%

0.5%

4.0%

1.1%

1.8%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　合　計

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

小さくてもキ
ラリと光る

快適なコン
パクトタウン

日本一の梅
の里

すみ・はたらき・
つどう・ええ塩

梅のまち

ゆたかな自然
を育むまち・

南部郷

その他

２位 １位

 

 

 

 3



２) まちづくり・人づくりの将来 

 全体で最も多い回答は、「道路、バス・鉄道、公園、上下水道などの生活環境が

整ったまち」で 45%、ほとんど同率で「健康づくりや子供・お年寄りなどを大切に

する保健・福祉のまち」が続いており、第 3位は「緑豊かな自然環境を大切にする

まち」の 35%となっています。 

 

図表３ まちづくり・人づくりの将来について（複数回答） 
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(３) 目標、計画策定の方針 

 

１) 計画の趣旨 

 本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画として

作成するものです。南部町と南部川村が合併後に新町を建設していくための基本方

針を定めるとともに、基本方針に基づく各分野の施策の方向を示したまちづくり計

画を策定し、総合的かつ効果的にその実現を図ることにより、新町の速やかな一体

化を促進し、均衡ある発展と住民福祉の向上などを進めます。 

 なお、より詳細かつ具体的内容については、新町において策定する基本構想や基

本計画などに委ねるものとします。 

 

２) 計画の構成 

 本計画は、新町を建設していくための基本方針、基本方針を実現するための施策、

公共施設の統合整備及び財政計画を中心として構成します。 

 

３) 計画の期間 

 本計画の期間は、合併年度と平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間としま

す。 
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２２．．新新町町のの概概況況  

 

(１) 位置と地勢 

 

 当地域は、紀伊半島の南西部、和歌山県の海岸線のほほ中央に位置しています。南

部町・南部川村の両町村は日高郡に属し、紀南地域の中心都市である田辺市に隣接し、

生活圏域としては田辺広域圏と日高広域圏の中間地域に位置しています。 

 南部町の面積は 26.08ｋ㎡（和

歌山県下で 45 位）、南部川村の面

積は 94.18ｋ㎡（同 19 位）、両町

村合わせて総面積 120.26ｋ㎡の

自治体となり、現在の和歌山県下

市町村平均面積の 94.51ｋ㎡を少

し上回ることとなり、和歌山県全

域面積（4,725ｋ㎡）の約 2.5％を

占めることになります。 
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図表４ 新町の位置
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(２) 人口 

 

 平成 12 年の国勢調査によると、和歌山県全体の人口は 1,069,912 人ですが、南部

町と南部川村が合併すると、人口 1万 4734 人（平成 12 年国勢調査）、面積 120.26 平

方キロの新町となります。 

 また、産業別就業者割合を見ると、２町村全体で第一次産業が 41.4％となっており、

全国平均の 5.0％と比較して極めて高く、また和歌山県平均の 10.6％と比較しても高

く、典型的な農林水産業主体のまちであるといえます。 

 梅の生産量は、両町村合わせて平成 12 年実績で 3万 1000 トン（全国シェア 25.6％）

となり、両町村を除く田辺周辺市町村の総生産量 2 万 7700 トン（同 22.8％）を上回

り、全国一の梅の生産地になります。 

 また、世代別の人口構成をみると、65 歳以上の高齢者比率が 23.5％となっており、

やはり全国平均の 17.3％、和歌山県平均の 21.2％と比較して高く、全国的にも高齢

者率の高い地域であるといえます。 

 

図表５ 新町の基礎指標 

 
面積 人口
(k㎡) （人） １次 ２次 ３次 15歳未満 15～65歳 65歳以上

南部川村 94.18 6,626 56.3% 20.2% 23.5% 18.5% 57.4% 24.1%
南部町 26.08 8,108 28.1% 28.8% 43.1% 16.2% 60.8% 22.9%
2町村計 120.26 14,734 41.4% 24.7% 33.9% 17.2% 59.3% 23.5%

和歌山県 4,726 1,069,912 10.6% 26.4% 62.2% 14.9% 63.9% 21.2%
全国 377,873 126,925,843 5.0% 29.5% 64.3% 14.6% 67.9% 17.3%

年齢別（３区分）人口割合産業別就業者割合(%)
市町村名 

 

 

 

 

 資料：平成１２年国勢調査 

 

 なお、国の推計によると、日本の人口は平成 10 年代後半をピークに減少をはじめ、

平成 26 年には平成 12 年と同等の 1億 2659 万人になると予測されています。 

 それに対し、南部町、南部川村の 2町村では、1980 年代から既に人口減少が始まっ

ており、今後も全国の推計よりも早いスピードで人口の減少が進み、合併 10 年後の

平成 26 年には 1 万 4 千人弱（平成 15 年試算）と、現在より約 900 人、6％程度減少

することが予測されます。 
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図表６ 全国及び２町村の将来人口予測（国による推計などより作成） 
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 表７ H12 年南部町・南部川村人口構成
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図表８ H26 年新町人口構成
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(３) 土地利用 

 

 当地域は紀州灘を臨み、南部川流域に広がる丘陵地、低地、山林地帯を含むバラエ

ティに富んだ地勢を持つ地域で、丘陵地にひろがる梅林では日本一のブランドを誇る

「南高梅」栽培が盛んです。山間部は、森林、渓谷などの自然資源に恵まれており、

温泉もあり「国民宿舎紀州路みなべ」「鶴の湯温泉」の二つの優良な温泉施設を擁し

ています。また南部川村の山間部では林業も盛んで、炭の最高級品である紀州備長炭

の生産が盛んであり、日本一の備長炭の里としても有名です。また、黒潮洗う海岸部

では、風光明媚な景観を誇り、海釣りをはじめとした海洋レジャーや漁業も盛んであ

り、千里の浜は貴重な自然資源であるアカウミガメの産卵の地としても全国的に有名

です。 

 地目別に土地利用状況を見ると、７割程度が山林であり、当地域は森林面積だけで

8,192ha を占めています。また農地の割合が比較的高く２割程度を占めています。行

政面積から森林、水面等を除いたいわゆる可住地面積は 3,425ha となり可住地面積率

は 28.5％、可住地面積あたりの人口密度は 430 人/km2です。 

 

図表９ 南部町・南部川村の土地利用 

 

市街地 
農用地 
森林等 
水面 

上段：面積（ha）
下段：割合

市町村名 農地 森林 水面等 道路 宅地等 その他 計

1,645 7,084 181 248 100 160 9,418

17.5% 75.2% 1.9% 2.6% 1.1% 1.7% 100.0%

753 1,108 228 114 142 263 2,608

28.9% 42.5% 8.7% 4.4% 5.4% 10.1% 100.0%

2,398 8,192 409 362 242 423 12,026

19.9% 68.1% 3.4% 3.0% 2.0% 3.5% 100.0%

南部川村

南部町

合計

南部川村

南部町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国土交通省「国土数値情報」より作成 
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３３．．新新町町ままちちづづくくりりのの基基本本方方針針  

 

(１) 新町の将来像 

 

 新町は南部川水系の豊かな自然の恵みを一身にうけ、梅、備長炭、魚介といった特

産品の生産などを生業とするまちです。特に、梅、備長炭の生産量は日本一であり、

全国的にみても活力のある特徴的な町であると言えます。 

 森林、温泉、海など自然資源にも恵まれており、これらの自然資源がもたらす、潤

い・安らぎ、交流、安心・安全など様々な公益的機能を身近に享受することができま

す。一方、中心市街地においては、一定の都市的機能が集積しており、買い物や食事、

身近なアミューズメントなどの日常的な都市サービスも利用できるという豊かなラ

イフスタイルを実現することができる地域です。 

 このようなそれぞれの町村の恵まれた環境（ひと・自然・産業など）が１つのまち

としてコンパクトにおさまることにより、個々の力が合わさってより活力に満ちた力

強いまちになるとともに、コミュニティを重視したまちづくりを進めることが可能と

なります。行政面でも、農林漁業や商工振興、市街地整備、環境保全など各分野の施

策を、地域の一体のものとしてバランスをとりつつ実施していくことが期待できます。 

 また、今日の社会的潮流のもとでは、各種規制緩和などによる選択の自由がもたら

される反面、都市や企業などの間の競争は激化しており、常に世の動向に配慮しつつ、

地域などを運営していく必要に迫られています。JR 紀勢本線、白浜空港、近畿自動車

道（H16 年開通予定）など広域交通網や情報基盤の整備を背景として、全国、世界と

のひと・モノ・情報の交流を図りつつ、活力のある特徴的な町の輝きをさらに増して

いくことが望まれます。 

 したがって、新町の将来像とまちづくりの柱を以下のように掲げてまちづくりに取

り組んでいきます。 
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う
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緑豊かで快適なまち
永く住みたい魅力あるまち
便利・安心・安全なまち
互助・互恵のまち
うめ日本一の元気なまち
海・山・川の恵みの中で人が輝く 

快適なコンパクトタウン南部郷 



図表 10 新町の将来像イメージ図 
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海・山・川の恵みの中で人が輝く

適なコンパクトタウン南部郷快

連
携

 

(２) 人口フレーム 

 

 全国的に少子高齢化が進む状況の中で、現在の住民は今後も住み続ける施策の推進

とともに、地域での仕事づくり等により若者の流出をくい止め、多自然居住地域とし

て新町の魅力を発信し、都市からの移住者を受け入れるなど、現在の定住人口の維持

向上を図ります。 

 また、魅力ある多世代居住等の推奨により、世帯数は現状程度の維持向上を目指し

ます。 
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(３) 新町の地域構造 

 

 新町の地域構造は、まちの軸として「地域交流連携軸」、「広域交流連携軸」の２軸、

ゾーンとして「海洋・海浜ゾーン」、「平地・丘陵ゾーン」、「山間ゾーン」の３ゾーン

から構成され、軸の整備とゾーンの保全・整備を図りつつ、隣接都市圏の「田辺都市

圏」、「御坊・印南都市圏」と連携することにより、新町の将来像を実現していきます。 

 

図表 11 新町の地域構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田
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市
圏

国
道
４
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号

南
部
川

山間ゾーン
地域交流連携軸

広域交流連携軸

南部湾

海洋・海浜ゾーン

平地・丘陵ゾーン

近畿自動車道

黒潮フルーツライン 県道

北コア

玄関コア

南コア

連携連携

国道42号

JR紀勢本線

印
南
都
市
圏

御
坊
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[広域交流連携軸] 

田辺、御坊・印南都市圏等と連携し、相互補完す

るとともに紀南地域全体の発展を目指します。 

[地域交流連携軸] 

梅、炭、魚などの産業、海、山の自然、文化の交

流・連携により、新町の活性化を図ります。 

[海洋・海浜ゾーン] 

流域及び海岸線の環境の保全・再生により、美し

い海を維持し、産業・生活に活用します。 

[平地・丘陵ゾーン] 

農、工、商、住宅など多様な土地利用を調和させ

つつ、効率的な空間活用を進めます。 

[山間ゾーン] 

自然環境の保全・再生により山間ゾーンの持つ公

益的機能を高め、産業・生活に活用します。 

[南コア] 

第一庁舎周辺における公益施設の集積を生かし文

化の振興を図る拠点とします。 

[玄関コア] 

近畿自動車道周辺において地域の玄関口にふさわ

しい機能集積を促進するなど交流拠点とします。

[北コア] 

第二庁舎周辺において産業支援機能などを整備し

産業の振興を図る拠点とします。 

地域を

機能、

自然環

や周辺

連携や

の機能

ゾーン 
土地利用を総合

的かつ適切に進

めていくための、

地域の土地利用

特性をもとにし

た空間のおおま

かな区分。 

コア 
まちとしての活

力や住民の生活

機能などを担う

地域の拠点。 

 

軸 
貫く都市

交通機能や

境で町内

都市との

交流など

を持つ。
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(４) 新町まちづくりの施策と基本方針 

 

 新町の将来像を実現するためのまちづくりの施策及び基本方針は次のとおりです。 

 

図表 12 まちづくりの柱と施策の関連 
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 教育・

々の価

の個性

ことが

町では

現でき

重視し

まれた

 

緑豊かで快適なまち
永く住みたい魅力あるまち
便利・安心・安全なまち
互助・互恵のまち
うめ日本一の元気なまち
振興・創造 

経済不況は回復の兆しが見えにくく、働く環

います。新町においては、梅産業をはじめ特

ていますが、今後とも持続的に発展していく

い分野の起業の支援を進めます。 

文化の充実・創造 

値観が多様化している中で、学校・家庭・地

を尊重し、思いやりの気持ちを持ったこころ

求められています。 

、こころ豊かなひとづくりをめざし、子ども

る環境づくりを進めます。また、ゆとりや個

た教育・学習の場づくりを進めます。さらに

、地域文化の振興を図るとともに、次世代に

14
産業の振興・創造
 
交流・連携の強化
環境の整備・保全
教育・文化の充実・創造
保健・医療・福祉の充実
生活基盤の整備
【まちづくりの柱】
境

徴

た

域

豊

か

性

、

伝

【まちづくりの施策】
を取り巻く状況は厳しい状

的な産業によって地域経済

めに、既存産業の振興とと

社会との連携を通じて、お

かなひとづくりを展開して

ら高齢者すべてのひとが自

、こころの豊かさ、生きる

数多くの歴史的文化的資源

えるしくみづくりを進めま



３) 保健・医療・福祉の充実 

 

 全国的に人口減少と高齢化が進展する中で、生きがいの持てる高齢社会と長寿志向、

安心して子育てのできる社会と、一人ひとりの健康づくりが求められています。 

 新町では、高齢者や障害者の住みよい環境づくりの施策とともに、きめ細かで総合

的な子育て対策により、一人ひとりの主体的な健康づくりの支援、さらに高齢者や障

害者が生きがいや目標を持って暮らせ、安心して子育てができる環境づくりを進めま

す。 

 

４) 環境の整備・保全 

 

 地域全体の環境保全や住みよい生活環境づくりをはじめ、地域で安心して暮らせる

体制づくりが求められています。 

 新町では、すべての人に住みよく、住み続けたいまち、自然資源の保全とともに環

境にやさしく災害に強いまちづくりをめざします。 

 

５) 生活基盤の整備 

 

 生活のあらゆる面で、安全性、利便性、さらに快適性の確保が求められており、従

来から進めてきた道路や上下水道などの生活基盤の整備を引き続き進めます。 

 新町では、高速道路 I.C 周辺や幹線道路の整備のほか、子どもから高齢者まで安心

して憩え遊べる公園や緑地の整備充実を進めます。 

 

６) 交流・連携の強化 

 

 新町の個々の魅力ある地域をさらに魅力あるものとするため、町内の連携や交流を

促進します。 

 また、近畿自動車道の開通や地域間幹線道路の整備により、圏域内や圏域間がより

身近になることから、圏域全体の活力を向上するため、圏域内外はもとより、国内外

も含めた交流・連携を促進します。 
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(５) 重点プロジェクト 

 

 新町まちづくりの重点プロジェクトは以下のとおりです。プロジェクトとは将来像

実現や課題解決に当たって取り組んでいくべき施策・事業の組み合わせを示します。 

 

①梅産業の振興…『うめ日本一の元気なまち』 

 新町の梅産業はブランド・生産量ともに日本一であり、地域の経済を支えています。

しかし、近年、国内他産地の生産量増大、輸入低価格梅干しの増加などにより、紀州

梅の消費についても楽観が許されない状況であり、その対策が課題となっています。

今後とも地域を支える基幹産業として持続的に発展していくために、県立梅試験場を

核として、公民協働により６次産業をトータル・コーディネイトするという考え方の

もとで施策を検討し実施していきます。 

 

②交流の場の整備…『互助・互恵のまち』 

 新町は南部川の源流から河口まで一水系全てを包含することで、山の恵みと海の恵

み（自然と人材）の両方を享受できる豊かな環境を有する町となります。これらの恵

みを効果的に生活と融合させるためには相互の連携と交流が必要であり、交流の場の

整備が求められます。 

 このため、合併により南部川村の村民センターを改修し、町民の交流の場として整

備します。 

 また、野外イベント、遠足や老人会などの集まりなどで住民が憩える空間となる公

園の整備を図ります。 

 さらに、山間地域において、自然林の復活、南部川水系の保全、山間地域、海地域

の相互理解のための住民交流を目的とした、環境保全自然公園の整備を図ります。 

 

③中心市街地の魅力化と商業振興…『便利・安心・安全なまち』 

 梅、炭、魚など他産業と商業の連携による商品・サービスの魅力化や、既存施設を

有効活用したイベントの開催、若者の活動（音楽など）の空間（まちなかミニコンサ

ート会場）の提供などにより、中心市街地の魅力化と商業振興を図ります。また、コ

ミュニティバスの運行、公共施設の駐車場の休日開放などにより、中心市街地へのア

クセスの確保を検討します。 

 なお、コミュニティバスは、通園・通学や、住民サービス施設へのアクセスも担い、

中心市街地と町内各地を連絡します。 
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④合併記念イベントの開催…『永く住みたい魅力あるまち』 

 健康・福祉日本一の町の実現に向けた梅林ウォーク（仮称）の実施や、新産業の起

業や消費拡大の PR を狙いとした、梅、備長炭、漁業による合同産業祭り（仮称）な

ど、各分野において合併記念イベントを開催します。 

 

⑤みなべ川フォーラム(仮称)の開催…『緑豊かで快適なまち』 

 南部川上下流の新たな連携の構築をめざして、みなべ川フォーラム(仮称)を立ち上

げ、それぞれの地域のまちづくり等住民組織の活動の相互交流や、ボランティア活動

などを通じた人材育成、南部郷を取り巻く自然の保全と活用など全町での取り組みな

どを進める場とします。またフォーラムの活動をより充実したものとするため、関係

者の意向を踏まえ NPO 化についても検討します。 

 

 

図表 13 重点プロジェクトと基本方針・事業の関連 

基本方針 

 

重点プロジェクト 

産業の振

興・創造 

教育・文

化 の 充

実・創造

保健・医

療・福祉

の充実 

環境の整

備・保全

生活基盤

の整備 

交流・連

携の促進

①梅産業の振興 ○     ○ 

②交流の場の整備    ○ ○ ○ 

③中心市街地の魅

力化と商業振興 
○    ○ ○ 

④合併記念イベン

トの開催 
○  ○   ○ 

⑤みなべ川フォー

ラム(仮称)の開催 
 ○  ○  ○ 
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(６) 将来像実現の方策 

 

 従来のまちづくりは、行政が国や県の指導のもとに住民のニーズ等に応える形でハ

ードウエアの整備を中心に進めてきました。近年は、社会の成熟化等により、住民ニ

ーズが多様化し、かつ自己実現に関する分野での具体的な活動が増加しており、これ

までのまちづくりでは十分な対応が難しくなってきています。 

 今後、新町の将来像を実現するためには、交流と連携を支えるハードウエアの整備

が不可欠ですが、それにもまして、これまでに蓄積されたハードウエアをいかに有効

活用するかというソフトウエアが重要となります。また、ソフトウエアを操作する人

材もソフトウエアと同等に重要となります。したがって、新町においては、ハードウ

エアとソフトウエア、さらにハートウエアが調和したまちづくりを進めていくことが

必要です。また、まちづくりは、行政、住民、事業者がそれぞれの役割を十分に理解

し、相互の協力により、進める必要があります。 

 

図表 14 まちづくりにおけるハートウエア・ソフトウエア・ハードウエアの関係 

 
ハート

ソフト

ハード
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ウエア…道路、橋梁などの社会

基盤やその他建築物工作物を意

味します。 
ウエア…目的を果たすための知

恵、ハードウエアを使いこなす技

術を意味します。 
ウエア…人材育成、人材確保や

そのための技術および人的ネッ

トワークを意味します。 



４４．．新新町町ののままちちづづくくりり施施策策とと事事業業  

 

 ２町村の迅速な一体化を促進し将来像の実現を図るため、基本方針に基づき、まち

づくりの総合的かつ計画的な整備を推進するとともに、新町内の活性化に資する施策

の展開を図るものとします。 

 

図表 15 施策の体系 
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(１) 産業の振興・創造
 

 

 
(２) 教育・文化の充実・創造
 

 

 

 

 

 

(３) 保健・医療・福祉の充実
６次産業 

新町の主な産業（梅、備長炭、漁業）は

（３次産業）の全ての業態が整っていま

ことから、業態・業種を超えてそれぞれ

意味を込めて６次産業と言い表します。
６次産業※の振興
商業の振興
観光・レクリエーションの振興
青少年の健全育成
学校教育の充実
芸術・文化の振興
生涯学習の充実
スポーツ、レクリエーションの推進
保健・医療の充実
 
地域福祉の充実
【施 策】
、栽培（１次

す。１、２、

が連携し、産
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【事  業】
人権教育の推進
産業）・加工（２次産業）・流

３は足しても掛けても６にな

業全体を盛り上げていくとい



 【施 策】 【事  業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 環境の整備・保全 

(５) 生活基盤の整備 

住環境の整備 

衛生環境の充実 

河川の整備 

道路網の整備 

下水道の整備 

情報・通信の整備 

自然環境の保全と活用 

町内の連携・交流の促進 

紀南地域の連携・交流の促進 

国内の連携・交流の促進 

国際交流の促進 

景観形成の推進 

防災・交通安全・防犯等の推進 

公共交通の整備 

上水道の整備 

公園の整備 

行政サービスの機能強化 

都市環境の整備 

(６) 交流・連携の促進 
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(１) 産業の振興・創造 

 

① ６次産業の振興 

《梅産業》 

 現在、梅産業は、国内外の産地との競争や梅の消費量の伸び悩み、生育不良、消

費拡大に資する品質改良の研究や梅の成分効能研究、販促、商品開発などいくつか

の課題を抱えています。このため、栽培・加工・流通、また公民が一体となって、

生産基盤の整備、生産効率・輸送効率の改善、PR・販売促進、成分効能の試験研究

などに取り組んでいきます。 

《山産業》…生活文化産業 

 新町は紀州備長炭の生産が盛んであり、梅と並ぶ全国ブランドとなっています。

この独自性の高い産業においても、燃料以外の生活関連や文化的な商品の開発を更

に進める、体験交流型観光を導入するなど６次産業化することにより、振興を図っ

ていきます。 

《海産業》…ふれあい交流産業 

 新町の沿岸域は、岩礁地帯が多く、イセエビ漁をはじめとした漁業が盛んです。

今後は、生産基盤である漁場を造成整備し、合わせて資源管理を行うことで、安定

的な漁業環境を構築するとともに、加工販売や地産地消、体験交流型観光の導入な

どにより６次産業化することにより、振興を図っていきます。 

 

② 商業の振興 

 地域住民にサービスを提供する中心市街地における商業集積は、日常的な生活を

支える重要な役割を担うとともに新町の「ハレ」の場となるよう、にぎわいとアメ

ニティに富む空間を創出することによって振興を図っていきます。 

 

③ 観光・レクリエーションの振興 

 「国民宿舎紀州路みなべ」、「鶴の湯温泉」などを梅産業、山産業、海産業といっ

た６次産業における体験交流型観光のベースキャンプとして位置づけ、相互連携す

ることにより、観光・レクリエーション機能を強化していきます。 

 

図表 16 産業の振興・創造に関する事業 

施策名 主要事業名 
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(２) 教育・文化の充実・創造 

 

① 学校教育の充実 

 次代を担う児童・生徒を育成するため、基礎的、基本的な教育内容を重視し、個

性を生かし、自ら学ぶ意欲と社会の変化に対応できる能力、さらに創造力を伸ばす

教育を進めます。 

 幼児及び義務教育環境整備のため施設の整備充実を図るとともに、耐震整備とと

もに老朽化した校舎などの補修、改修を推進します。 

 また、教育関係部署の集約を行い、教育行政のスムーズな運営を図るとともに、

児童・生徒数の動向に対応した幼稚園や学校の配置及び規模の適正化を図ります。 

 

②人権教育の推進 

 人権についての正しい理解と認識を深めるために、人権教育プログラムの整備充

実、人権教育の場の確保、人権教育に関する身近な指導者の育成などを進め、学校

教育や生涯学習を通して人権学習を積極的に推進します。 

 

③ 生涯学習の充実 

 生涯学習関連施設や機関との連絡調整、学習情報の提供、学習相談、人材の発掘

など事業のネットワーク化を図る中で、既存施設を中心に住民の学習ニーズをより

満たせるよう、施設の効率的な活用と整備を図ります。また、自発的な学習者が同

じ目的を持って仲間と自主グループを作り、ともに学ぶ楽しさや喜びを共有し、継

続して学習内容を深められるよう、学習グループの育成と組織化の支援を進めます。 

 

④ スポーツ、レクリエーションの推進 

 スポーツを通して、心身の健全な発達に資するとともに、豊かな人間関係の形成、

相互の親睦を図ることを目的に、誰もが年齢にあったスポーツを気軽に親しめるよ

う、スポーツ関係団体と連携し、生涯スポーツの振興と指導者の養成などに努めま

す。また、各ライフステージに応じて、健康の維持・増進に努めます。 

 

⑤ 青少年の健全育成 

 青少年が創造性を育み、社会性と豊かな人間性を身につけることができるよう、

多様な活動のできる機会や場を確保し、自然や地域とのふれあい、学校外のさまざ

まな人びととの交流ができる機会の提供に努めます。 

 

⑥ 芸術・文化の振興 
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 熊野古道のなかで海を身近に感じられる千里の浜や千里観音、高田土居城跡など、

歴史のロマンを秘めた名所・旧跡が数多く息づいていおり、これら貴重な歴史文化

的遺産の管理・保存・修復などにより、歴史と伝統に息づいた芸術・文化環境の充

実を図ります。 

 また、各歴史・文化施設間のネットワーク化を推進し、芸術・文化情報の収集、

提供に努めるとともに、各施設における自主事業の充実を図ります。 

 

図表 17 教育・文化の充実・創造に関する事業 

施策名 主要事業名 

  

 

(３) 保健・医療・福祉の充実 

 

① 保健・医療の充実 

 医師会、保健所等の協力を得ながら、健康の増進から疾病の予防、早期発見、治

療、リハビリテーションまでの一貫した保健医療体制の連携を図るとともに、住民

の検（健）診受診の効率アップ、充実した各種保健事業の推進を図ります。 

 

② 地域福祉の充実 

 福祉施設の整備を推進するとともに、生活の場と社会参加の場を結ぶコミュニテ

ィバスの整備など、自立した個人が地域住民としての｢つながり｣と尊厳を持ちなが

ら、家庭や地域で、安心で充実した生活が送れる地域社会の構築に努めます。 

 また、高齢者が住み慣れた地域において、いきいきと生活でき活力のある社会づ

くりを進めるために、在宅福祉サービスの充実など介護サービスの基盤整備を図っ

ていきます。 

 老朽化した保育施設の建て替えにより、近年、少子化、核家族化、女性の就労環

境の変化に伴い、住民の多様化する子育てニーズへ対応するとともに、子育てへの

負担感や育児不安の解消を図ることをねらいとして、子育ての中の親や子が気軽に

集い、交流し、語り合いながら日頃の悩みや不安をいやす場づくりなど総合的な子

育て支援を進めます。 
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図表 18 保健・医療・福祉の充実に関する事業 

施策名 主要事業名 

  

 

 (４) 環境の整備・保全 

 

① 自然環境の保全と活用 

 新町を取り囲む山並みと海は南部川を介して一つにつながり、多様な生態系（生

物種）を育み、おいしい水・おいしい空気など快適な生活と豊かな産業を営むうえ

で欠かすことのできない恩恵をもたらしています。このような豊かな自然を新町の

貴重な財産として再認識し、公民協働で水源かん養対策など積極的な保全と計画的

な活用に努めます。 

 

② 河川の整備 

 河川の整備にあたっては、災害から住民の生命と財産を守るため、河川の改修整

備を促進するとともに、河川周辺を快適な生活環境の一部としてとらえ、うるおい

のある水辺空間の創造、水辺環境の保全に努めます。 

 

③ 下水道の整備 

 南部川や南部湾といった公共用水域の水質を守るなどの目的から、公共下水道、

農業集落排水等の事業を進めていますが、全体の進捗率は低いため、さらなる整備

を進めていきます。 

 

④ 衛生環境の充実 

 ごみの減量や省資源化・リサイクルの推進など、積極的な循環型社会の実現をめ

ざすとともに、処理体制の改善を図ります。 

 し尿処理については、収集・処理体制の適正な維持管理を進めます。 

 

⑤ 防災・交通安全・防犯等の推進 

 21 世紀前半の発生と多大な被害が予想される南海地震をはじめ、暴風雨等災害に

関する予報・警報の発令及び伝達、消火・水防救助・衛生等の災害予防及び災害応

急復旧対策等全般について処理すべき事項や対策等、総合的・計画的な防災行政の

整備と推進を図り、防災体制の万全を期します。 
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 交通安全対策については、交通安全教育を徹底し、交通安全意識や交通マナーの

啓発・高揚に努め、特に通学路における交通安全を確保するため、自転車歩行者道

の整備及び歩道や街灯の設置など、交通安全施設の整備を推進します。 

 防犯対策については、地域ぐるみによる防犯活動意識の啓発・高揚に努め、住民

コミュニティによる積極的な活動を促進するとともに、地域、家庭、学校などの関

係機関が協働して活動するための基盤整備を図ります。 

 

⑥ 景観形成の推進 

 公共施設の改修をはじめ、民間開発などにあたっては、新町の自然や歴史的環境

を生かしつつ、景観に配慮したデザインや色彩などを誘導し、周辺の景観との調和

に努め、また段差の解消など人に優しいデザインに配慮することにより、快適でう

るおいのあるまちをめざします。 

 

図表 19 環境の整備・保全に関する事業 

施策名 主要事業名 

  

 

(５) 生活基盤の整備 

 

① 都市環境の整備 

 新町の玄関機能を有する駅及び駅周辺について、交通処理や住民の利便性向上の

面から、さらには中心市街地のコミュニティの核として機能させるために、総合的

な整備を進めていきます。 

 さらに、高齢者や障害者をはじめすべての人々が安心して利用できるよう道路や

通路の段差解消などバリアフリー化を進めます。 

 

② 道路網の整備 

 新町の経済活性化を推進し、安全で快適な住民生活を確保するため、新町の内外

を結ぶ道路網の整備を進めます。 

 地域間・地域内拠点間を連絡する国道４２４号、主要地方道、一般県道の整備促

進に努めます。特に、北コアとなる第二庁舎周辺と田辺都市圏、御坊・印南都市圏

の連携強化を図るため、黒潮フルーツラインと県道の連絡を推進します。 

 また、住民生活の利便性の向上や産業活動の円滑化を図るため、道路等について
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は、近畿自動車道へのアクセスや公共施設の配置、防災機能、交通安全対策などに

配慮し、年次的・計画的に整備を推進します。特に、合併に伴い、各公共施設等へ

のアクセス向上を図るための道路橋梁整備の推進に努めます。 

 

③ 公共交通の整備 

 地域住民の利便性確保のために、関係機関とともに JR 紀勢本線南部駅の整備を

図ります。 

 また、高齢者等の交通弱者の利便性向上などを図るため、身近な交通機関として

コミュニティバスの整備を検討します。 

 さらに、公共交通機関の利用増進のため、関係機関に利便性向上のための要請を

行うとともに、住民に対しては公共交通機関の利用増進にむけた啓発を行います。 

 

④ 上水道の整備 

 上水道・簡易水道については、老朽化や漏水対策のため、新たな水源地の確保や

浄水場の改善や配水池の整備、給水管の敷設替えを進めていきます。 

 

⑤ 公園の整備 

 地域住民の憩いの場、レクリエーション活動の場としての公園を、地域の特性と

自然環境との調和を保ちつつ、整備します。 

 

⑥ 情報・通信の整備 

 山間地域の一部において携帯電話通信不可能地域があるため、住民の利便性、防

災面や緊急時の対応面から、不可能地域の解消を図っていきます。 

 

⑦ 住環境の整備 

 既設の公営住宅については、高度成長期に集中して整備されたものが多いため、

老朽化による建て替えや設備の改修を図っていきます。 

 また、土地利用転換の動向を踏まえつつ、県営住宅の改修や建築なども検討し、

今後とも適切な宅地の供給などを支援し、良好な住環境を整備していきます。 

 

⑧ 行政サービスの機能強化 

 総合行政ネットワークの対応に向け、電子申請の統一システムの構築を図ります。

インターネットを通じて、住民から自治事務等の申請・届け出の受付を行い、それ

による内部情報事務のペーパーレス化、電子化を進めます。さらに、主要公共施設

の高速通信ネットワークの構築、各種サービスの提供のためホームページを通じて

広く住民に情報提供を行います。 
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図表 20 生活基盤の整備に関する事業 

施策名 主要事業名 

  

 

(６) 交流・連携の促進 

 

① 町内の連携・交流の促進 

 山と海の豊かな自然を活用して、新たな産業興し、町おこし、人材育成などを進

めていくため、町内の地域の連携や交流を高め、活力のある魅力的な地域社会づく

りを進めていきます。 

 

② 紀南地域の連携・交流の促進 

 複雑化、多様化する社会経済情勢の中で、まちの持続的な活力の維持を図るため

に、圏域レベルの連携・交流を促進し、圏域の中における新町の役割を果たし、生

産機能、都市機能、交流機能など様々な面で相互に補完しあい、圏域全体の発展を

目指していきます。 

 

③ 国内の連携・交流の促進 

 「南高梅」、「備長炭」など日本一のブランドの PR など積極的な情報発信により、

この地を訪れる人々に地域の良さを理解してもらい、継続的な交流が図れるような、

地域のファンづくりを進めます。 

 

④ 国際交流の促進 

 本格的な国際社会の到来に対応した国際的視野を持った人材を育成するととも

に、住民・民間レベルでの相互理解の深化・親展を図るため、国際交流の充実に努

めます。 

図表 21 交流・連携の促進に関する事業 

施策名 主要事業名 
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５５．．新新町町ににおおけけるる和和歌歌山山県県事事業業のの推推進進  

 

 ４で整理した主要施策のうち和歌山県が主体となって実施する事業について再整

理します。 

 

図表 22 新町における和歌山県事業 

施策名 主要事業名 
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６６．．公公共共的的施施設設のの適適正正配配置置とと整整備備  

 

 公共的施設の適正配置と整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう

十分配慮し、地域の特殊性やバランス、さらには財政事情等を考慮しながら、逐次検

討・整備していくことを基本とします。 

 

図表 23 公共的施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


